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１．随意契約等の

事務の改善

大分市は、ゴミ収集業務の官製談合事

件を受け、今年度から、予定価格の事前

公表の対象に、市発注の全ての「業務委

託」と「建設工事及び建設コンサルタン

ト業務」の随意契約を加えた。これを契

機に、透明性・公正性を担保する町の契

約事務、とりわけ、随意契約を考える。

１）予定価格の取り扱いについて

①大分市の取り組みをどう捉えているか。

②随意契約に付する委託業務には、浄化セン

ターの維持管理や基幹業務システムの管理、建

設工事などの巨額なものから、障がい者就労施

設やシルバー人材センターからの物品や役務な

どの調達のような少額なものまで多種多様であ

る。現在、これらの予定価格は、どういう根拠

に基づいて、どんな手続きを踏んで決められて

いるか。

③随意契約の結果は公表されているか。

④随意契約の妥当性や見積書を徴する者の選定

など審議する随意契約認定審査会を設置しては

どうか。
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１）令和５年度における障がい者就労施設から

の物品などの優先調達の実績は、１３件（印刷、

花苗、草刈り）で総額１１４万２８４０円と公

表されている。

①各施設との契約は、それぞれ、地方自治法施

工令１６７条の２第１項第３号に規定する特定

随意契約の対象ということでよいか。

②調達実績１３件の各課毎の契約締結状況は？

③発注見通しは公表しているか。

２）日出町の調達方針について

①「障害者優先調達推進法」とは？

②日出町の「障がい者就労支援施設等優先調達

方針」とは？

③障がい者優先調達推進法では、毎年度、物品

等の調達に対し、当該年度の予算及び事務又は

事業の予定等を勘案して、調達方針を作成しな

ければならないが、令和７年度の方針はまだか。

前年度と同じか。

④調達目標を「過去の実績にとらわれず、発注

可能なものについて積極的に発注する」として

目標額を設定していないのはなぜか。

⑤目標額、目標件数を定め、当該年度の実績を

しっかり検証して次年度の調達方針に生かすべ

平成２５年４月に施行された「国等に

よる障害者就労施設等からの物品等の調

達の推進等に関する法律（障害者優先調

達推進法）」に基づき、日出町でも「障

がい者就労支援施設等優先調達方針」を

定めているが、これまでの町の取り組み

を質し、持続可能な障がい者就労施設の

運営と利用者の給与、工賃の向上に資す

る。

２．障がい者就労

施設への優先調達

の推進
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きだが。

⑥障がい者就労施設が提供可能な物品等や役務

の提供などについて情報を収集し、各課等に情

報提供するなど、もっと積極的に優先調達の推

進を図るべき。

⑦本町と業務委託契約を締結している事業者

や指定管理者についても、可能な範囲で障がい

者就労施設等から物品・役務の調達が図られる

よう働きかけるべき。

⑧調達方針や随意契約の予定価格、調達実績の

評価に関することを全庁的に協議する「障がい

者優先調達推進会議」の設置を求める。

３．日出消防署建

て替えの早期実現

昭和５８年に竣工した日出消防署は、

築４０年以上が経過し、老朽化や狭あい

化、当直環境の不備など、消防力に直結

する深刻な課題を抱えています。議会で

も再三取り上げられてきたにもかかわら

ず、対応は一向に進まず、従来の執行部

の姿勢が問われている。

副管理者でもある新・安部町長には、

これまでの停滞を断ち切り、消防署建て

替えに向けた具体的な取り組みを、速や

１）現状の確認

日出消防署は、出動動線の不全、待機スペー

スの不足、訓練棟の不備、当直職員の生活環境

の不備など「消防署」としての本来の機能を十

分に果たし得ない状況にある。また、こうした

課題は、現場の消防力、ひいては地域住民の安

全に直結する重大な問題であると考える。

２）建て替え場所の選定について

日出町内で幹線道路沿いの建て替え用地を新

たに確保するのは非常に困難であると考える。

現地画像の提示
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したがって、適切な場所に仮設消防庁舎を建設

したうえで、現在地に３階建ての新庁舎を建設

するのが最適だと判断している。しかしながら、

現時点では、建て替えの方向性すら示されてい

ない状況。速やかに検証チームを立ち上げ、消

防組合と調整を図りながら、事業費や建設候補

地・仮設候補地などの調査・研究を行い、新庁

舎完成に向け、今後、しっかりスケジュールを

立て、実質的な議論をしていくべきと考える。

町長の見解を問う。

かに進めるよう強く求める。


